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令和５年第４回山北町議会定例会の経過 （12月６日） 

 

議      長   皆さん、おはようございます。 

ただいまから本日の会議を開きます。 

                          （午前９時00分） 

なお、野地新東名対策室長におかれましては、体調不良により欠席の旨、

町側から申出がありましたのでお知らせいたします。 

本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

日程第１、議案第57号 山北町課設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついてから、日程第６、議案第60号 山北町職員定数条例の一部を改正する

条例の制定についてまでを一括議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第57号 山北町課設置条例の一部を改正する条例の制定について。 

山北町課設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、令和６年４月１日より下水道事業を公営企業会

計へ移行することに伴い、本条例を改正する必要が生じたため提案するもの

です。 

次に、議案第58号 山北町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を

改正する条例の制定について。 

山北町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定するものとする。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、令和６年４月１日より下水道事業を公営企業会

計へ移行することに伴い、本条例を改正する必要が生じるため提案するもの

です。 

議案第59号 山北町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について。 

山北町行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと
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する。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、令和６年４月１日より下水道事業を公営企業会

計へ移行することに伴い、本条例を改正する必要が生じたため提案するもの

です。 

議案第61号 山北町特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

山北町特別会計設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、令和６年４月１日より下水道事業を公営企業会

計へ移行することに伴い、本条例を改正する必要が生じたため提案するもの

です。 

議案第62号 山北町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について。 

山北町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定するものとする。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、令和６年４月１日より下水道事業を公営企業会

計へ移行することに伴い、本条例を改正する必要が生じたため提案するもの

です。 

議案第60号 山北町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について。 

山北町職員定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものと

する。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、令和６年４月１日から下水道事業を公営企業会

計へ移行することに伴い、本条例を改正する必要が生じたため提案するもの

です。 

詳細については、担当課のほうから説明いたします。 

議      長   上下水道課長。 
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上 下 水 道 課 長   それでは、今回の条例改正ですが、平成31年１月25日付で総務大臣から公

営企業会計の適用のさらなる推進についての通知の中で、人口３万人未満の

下水道事業も令和５年度までに公営企業会計に移行するよう要請があり、山

北町では令和３年度から５年度までに移行し、令和６年４月１日から公営企

業会計を適用させるため、６本の条例の一部改正が必要となり、本定例会に

上程させていただきました。 

それでは、議案第57号について説明申し上げます。 

１枚お開きください。 

山北町課設置条例の一部を改正する条例。 

山北町課設置条例の一部を次のように改正する。 

新旧対照表で御説明いたしますので、新旧対照表の３ページをお開きくだ

さい。 

第２条中、事務分担から下水道に関することを削り、町設置型浄化槽事業

を１項に改めることです。 

それでは２枚お戻りください。 

改正文を御覧ください。 

附則。 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

以上で、議案第57号の説明を終わります。 

続きまして、議案第58号について、御説明申し上げます。 

議案第58号を御覧ください。 

１枚お開きください。 

山北町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を改正する条例。 

山北町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部を次のように改正する。 

新旧対照表で説明いたしますので、次のページをお開きください。 

第２条第１項中の「水道事業管理者」を「水道事業及び公共下水道事業管

理者」に改めることです。 

それでは１枚お戻りください。 

改正文を御覧いただき、附則。 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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以上で議案第58号の説明を終わります。 

続きまして、議案第59号について、御説明申し上げます。 

議案第59号を御覧ください。 

１枚お開きください。 

山北町行政手続条例の一部を改正する条例。 

山北町行政手続条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。 

新旧対照表で説明しますので、次のページをお開きください。 

第２条第７号中の「水道事業」に「及び公共下水道事業」を加えるもので

す。 

それでは１枚お戻りいただき、改正文を御覧ください。 

附則。 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

以上で、議案第59号の説明を終わります。 

続きまして、議案第61号について、御説明申し上げます。 

１枚お開きください。 

山北町特別会計設置条例の一部を改正する条例。 

山北町特別会計設置条例の一部を次のように改正する。 

新旧対照表で説明いたしますので、次のページをお開きください。 

第２条中第１号を削り、第２号を第１号に改め、第２条中「前条第１号及

び第２号」を「前条」に改めることです。 

それでは１枚お戻りいただき、改正文を御覧ください。 

附則で、施行期日と経過措置を規定します。 

１項、この条例は令和６年４月１日から施行する。 

２項、下水道特別会計の令和５年度分の収入、支出及び決算に関しては、

なお従前の例による。 

以上で、議案第61号の説明を終わります。 

続きまして、議案第62号について申し上げます。 

１枚目をお開きください。 

山北町水道事業の設置等に関する条例を一部改正する条例。 

山北町水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 
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新旧対照表で説明いたしますので、次のページをお開きください。 

まず、題名を山北町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例に

改め、第１条中の「水道事業等」を削り、同条に１項を加え、第２項に、「都

市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域に水質の保

全を資するため、公共下水道事業を設置する」を加えます。 

第１条に次の１条を加え、第１条の２に地方公営企業法第２条第３項及び

地方公営企業法施行令第１条第２号に規定する公共下水道事業に法の規定の

全部適用とするを加えます。 

第２条中第１項中の「水道事業等」に「及び公共下水道事業」を加え、同

条第２項第３号を次のように改めます。 

第２項、水道事業等の給水区域等は、次に掲げるとおりとする。 

第１号、給水区域は山北町の区域とする。 

第２号、給水人口は１万6,125人とする。 

第３号、１日最大給水量は、１万1,021立方メートルとする。 

次のページをお開きください。 

第３項、公共下水道事業の排水区域面積は、次に掲げるとおりとする。 

第１号、排水区域面積は367ヘクタールとする。 

第２号、排水人口は9,300人とする。 

第３号、１日最大汚水量は、8,040立方メートルとするに改めます。 

第２条第４項を削り、第３条第１項中「地方公営企業法」を「法」に、地

方公営企業法施行令を「令」に、「水道事業等」を「上下水道事業」に改め

ます。同条２項中「水道事業」に「及び公共下水道事業」を加え、第５条中

「水道事業等」を「上下水道事業」に改めます。 

３ページに移りまして、第６条中「水道事業」に「及び下水道事業」を加

え、第７条中「水道事業等」を「上下水道事業」に改め、第８条第１項中「水

道事業等」を「上下水道事業」に改め、同条第２号第３項中「水道事業」に

「及び公共下水道事業」を加えます。 

それでは１枚お戻りいただき、改正文の裏面を御覧ください。 

附則。 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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上下水道課の担当分の説明は以上となります。 

議      長   企画総務課長。 

企 画 総 務 課 長   議案第 60 号 山北町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

御説明申し上げます。 

条例改正の概要でございますが、上下水道課が所管している下水道事業が

公営企業会計に移行するため、町長の事務部局の職員の定数を減らし、公営

企業の事務部局の職員の定数を増やすものでございます。なお、職員の総数

は変更ございません。 

新旧対照表で御説明申し上げます。 

２枚おめくりください。 

第２条につきましては、職員の定数を規定しています。町長の事務部局の

職員定数を「106人」から「104人」に改め、公営企業の事務局の職員定数を

「５人」から「７人」に改めるものでございます。 

それでは１枚お戻りいただき、改正文を御覧ください。 

附則。 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

説明は以上でございます。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第57号から議案第62号について、質疑に入

ります。質疑のある方はどうぞ。 

質疑ございませんか。 

質疑がないので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、採決は議事日程の順で議案ごとに採決いたします。 

まず、議案第57号について採決いたします。 

原案に賛成者は挙手願います。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第57号は原案どおり可決されました。 

次に、議案第58号について、原案に賛成者は挙手願います。 

（全員挙手） 
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議      長   挙手全員。よって、議案第58号は原案どおり可決されました。 

次に、議案第59号について、原案に賛成者は挙手願います。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第59号は原案どおり可決されました。 

次に、議案第61号について、原案に賛成者は挙手願います。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第61号は原案どおり可決されました。 

次に、議案第62号について、原案に賛成者は挙手願います。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第62号は原案どおり可決されました。 

次に、議案第60号について、原案に賛成者は挙手願います。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第60号は原案どおり可決されました。 

日程第７、議案第63号 令和５年度山北町一般会計補正予算（第８号）を

議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第63号 令和５年度山北町一般会計補正予算（第８号）。 

令和５年度山北町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億7,814万2,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ60億2,937万6,000円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、今回の補正予算の主なものは住民税非課税世帯

等に対する臨時特別給付事業及びふるさと応援寄附金に関わる歳入歳出の増

で、歳入歳出総額をそれぞれ１億7,814万2,000円増額補正するものでござい

ます。 
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詳細については、担当課のほうから説明いたします。 

議      長   財務課長。 

財 務 課 長   それでは、議案第63号 令和５年度山北町一般会計補正予算（第８号）に

ついて御説明申し上げます。 

２ページ、３ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

歳入につきましては、16款国庫支出金から22款諸収入まで、補正額１億

7,814万2,000円を増額し、補正後の額を60億2,937万6,000円とするものでご

ざいます。 

４ページ、５ページをお願いします。 

歳出につきましては、２款総務費から13款予備費まで、歳入と同額を補正

するものでございます。 

続きまして、事項別で御説明申し上げます。 

８ページ、９ページをお開きください。 

初めに、歳入でございます。 

16款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金は、235万9,000

円の増額でございます。 

１節障害者福祉費負担金は、障害者自立支援医療費負担金で、サービスの

利用者の増によるもので、75万4,000円を増額するものでございます。補助率

は２分の１でございます。 

２節児童手当負担金は、転入などによる対象者の増に伴い、160万5,000円

を増額するものでございます。 

次に、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金は、162万8,000円の増額で

ございます。戸籍附票システム改修の補助金で、補助率は10分の10でござい

ます。 

８目新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、6,600万5,000

円の増額でございます。非課税世帯へ７万円を追加交付するもので、補助率

は10分の10でございます。 

次に、17款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金は、58万4,000円

の増額でございます。 
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３節障害者福祉費負担金は、障害者自立支援医療費負担金でサービスの利

用者の増によるもので、37万7,000円を増額するものでございます。補助率

は４分の１でございます。 

４節児童福祉費負担金は、転入などにより対象者の増に伴い、20万7,000

円を増額するものでございます。 

次に、２項県補助金、２目民生費県補助金は、695万4,000円の増額でござ

います。 

１節社会福祉費補助金は、民生児童委員活動費で推薦会等の経費を１万

6,000円増額するものでございます。 

３節障害者福祉費補助金は、件数の増によるもので、在宅障害者福祉対策

推進事業を６万2,000円増額するものでございます。補助率は２分の１でご

ざいます。 

４節児童福祉費補助金は、小児医療費助成事業の県補助対象年齢拡大によ

り対象件数が増えたことによる増額でございます。 

19款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金は１億円の増額で、ふるさと応

援寄附金の今後の見込みによる増額でございます。 

２項民生費寄附金は社会福祉費寄附金で、介護関係に200万円の寄附を受

けたものでございます。 

４目農林水産業費寄附金については50万円で、農道の維持管理費のため寄

附をいただいたものでございます。 

22款諸収入、４項雑入で10ページ、11ページをお開きください。 

１目雑入は、188万8,000円の減額でございます。 

消防団退職報償金は14人の見込みが８人となったため、634万8,000円を減

額するものでございます。 

次の工事費負担金（過年度分）については、令和２年度水上２号線工事に

ついて、会計検査院の指摘事項による返還に伴い、原因者である設計事業者

からの負担金でございます。 

12、13ページをお開きください。 

歳出でございます。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、76万9,000円の増額でご
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ざいます。 

会計年度任用職員経費で１名が４名になったこと及び人勧に伴う増額でご

ざいます。 

８目支所費は9,000円の増額で、三保支所の会計年度任用職員経費を人勧

等により増額をするものでございます。 

12目電算管理費は1,144万7,000円の増額で、町村情報システム共同運営事

業の神奈川県町村情報システム共同事業組合負担金は、第３四半期分につい

て不足額を補正するものでございます。 

15目定住対策費は、249万5,000円の増額で国庫補助金を令和２年度水上２

号線改良工事について、会計検査院の指摘により返還をするものでございま

す。 

２項徴税費、２目賦課徴収費は、４万3,000円の増額で、学校給食費の公会

計化により口座振替依頼書が不足するもので印刷をするものでございます。 

３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費は、166万4,000円の増

額でございます。 

戸籍住民基本台帳等管理事業の手数料については、件数の増によるコンビ

ニ交付手数料の増額でございます。 

戸籍附票システム改修業務委託料については、マイナンバー法の改正に対

応するための改修費でございます。 

次に、３款民生費です。 

14ページ、15ページをお願いします。 

１項社会福祉費、１目社会福祉総務費は、6,746万4,000円の増額でござい

ます。 

人件費の時間外勤務手当は、非課税世帯に７万円を追加交付する事務のた

めに９万2,000円を増額するものでございます。 

民生児童委員活動事業については、民生委員推薦会に伴う推薦委員報酬及

び委員旅費の増額でございます。 

一般経費の防災備品購入費については、寄附金で介護事業所７か所へ防災

資機材を支給するものでございます。 

社会福祉協議会助成金については、コロナワクチン接種により、ともしび
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ショップが営業できなかった減収分を補填するものでございます。 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付事業は、922世帯へ７万円を追

加交付するもので、通信運搬費と口座振替手数料は事務経費で36万3,000円。

臨時特別給付金として、6,490万円を増額するものでございます。 

なお、この後、福祉課長から詳細な説明をいたします。 

３目社会福祉施設費については、144万1,000円の増額で、小田原市斎場火

葬炉改修負担金として、100キロを超える方へ対応するための改修費の負担

金でございます。 

４目老人福祉費は142万7,000円の増額で、健診の増によるもので、後期高

齢者医療特別会計へ繰り出すものでございます。 

５目障害者福祉費は、168万7,000円の増額でございます。 

在宅障害者福祉対策推進事業の軽度・中程度難聴児補聴器購入費補助金は、

見込み件数の増によるものでございます。 

地域作業所維持管理事業の修繕費については、非常灯の修繕を行うもので

ございます。 

障害者自立支援給付事業の役務費と、16、17ページをお開きください。自

立支援給付費等については、いずれも対象者の増によるものでございます。 

７目介護保険事業特別会計繰出金は、21万5,000円の増額で、認定審査会に

係る経費を繰り出すものでございます。 

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費は、287万6,000円の増額でございま

す。 

小児医療費助成事業は受診者の増による増額で、紙おむつ支給事業につい

ては、利用見込み者の増による増額でございます。 

２目児童福祉費は202万円の増額で、児童手当の支給対象者の増によるも

のでございます。 

３目保育園費は、211万3,000円の増額でございます。 

保育園維持管理事業については、プール使用が長期化したため下水道使用

料を増額するもので、保育所児童入所事業については、補助対象外経費につ

いて返納するものでございます。 

会計年度任用職員経費については、人勧などによる増額でございます。 
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５目認定こども園費は、299万8,000円の増額でございます。 

認定こども園維持管理事業については、修繕費については冷凍冷蔵庫やス

チームオーブンを修理するもので、下水道使用料についてはプール使用が長

期化したため、増額をするものでございます。 

18、19ページをお開きください。 

認定こども園児童入所事業については、町外認定こども園児童委託料が単

価の増により増となったもので、会計年度任用職員経費については人勧など

による増額でございます。 

４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費は、294万6,000円の増

額で、燃料費の高騰により健康福祉センターの燃料費を増額するものでござ

います。 

２項清掃費、２目塵芥処理費は7,000円の増額で、会計年度任用職員経費の

人勧などによる増額でございます。 

５款農林水産業費、１目農業費、５目農地費は50万円の増額で、寄附金を

活用し農道等の修繕を行うものでございます。 

２項林業費、２目林業振興費は、森林環境譲与税充当事業の組替えで、ナ

ラ枯れ被害木伐採工事を増額し、小規模土砂流出防止事業については減額を

するものでございます。 

20、21ページをお開きください。 

木育遊具等購入費については、天板サイズの仕様変更などにより増額をす

るものでございます。 

６款商工費、１項商工費、３目観光費については、2,459万8,000円の増額

でございます。 

観光施設維持管理事業の土地借上料は、平山公衆トイレの土地借上料で、

観光施設維持管理工事については、大野山入り口公衆トイレの浄化槽の工事

でございます。 

ふるさと応援寄附金推進事業については、見込みより謝礼品代や郵送料、

手数料、業務代行委託料をそれぞれ補正をするものでございます。 

７款土木費、２項道路橋梁費、１目道路維持費は39万3,000円の増額で、

鮎沢２号線の倒木撤去費などをネクスコへ支払いをするものでございます。 
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５項都市計画費、２目都市公園費は、2,160万円の増額でございます。 

都市公園維持管理事業のぐみの木近隣公園整備工事とぐみの木近隣公園備

品購入費については、スケートパークを整備する工事費でございます。 

６項住宅費、１目住宅管理費の特定公共賃貸住宅管理事業の修繕費は、退

去による修繕の増を積立金から組み替えるものでございます。 

22、23ページをお開きください。 

８款消防費、１項消防費、２目非常備消防費は、634万8,000円の減額で、

退職消防団報奨金が14人の見込みが８人になったため、減額をするものでご

ざいます。 

３目消防施設費は119万6,000円の増額で、消防施設維持管理事業の消耗品

費は消防車のスタッドレスタイヤの購入、修繕費については消防車のエンジ

ン噴射ポンプの修繕などでございます。 

消防用資機材購入費については、消火栓用備品格納庫の購入でございます。 

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費は92万4,000円の増額で、教

育特区推進事業及び会計年度任用職員経費については、人勧等により増額で

ございます。 

３項山北中学校費、１目学校管理費は130万2,000円の増額で、学校施設維

持管理運営事業の工事請負費は校内放送設備の改修工事でございます。 

会計年度任用職員経費は人勧等による増額でございます。 

24、25ページをお開きください。 

３目給食費は26万3,000円の増額で、給食事業の修繕費については、ダム

ウェーターワイヤーの修繕でございます。 

５項社会教育費、１目社会教育総務費は8,000円の増額で、人勧等による

会計年度任用職員経費の増額でございます。 

４目生涯学習センター費は２万6,000円の増額で、人勧等による会計年度

任用職員経費の増額でございます。 

６項保健体育費、２目体育施設費は24万6,000円の増額で、体育施設維持管

理事業の光熱水費は、スポーツ広場等の電気代でございます。 

13款予備費については、3,181万3,000円を増額するものでございます。 

26、27ページをお開きください。 
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給与費明細書でございます。 

特別職につきましては、民生児童委員の報酬の増でございます。 

一般職については、職員の時間外勤務手当の増額と会計年度任用職員経費

の増額でございます。 

詳細については、後ほどお目通しをいただければと思います。 

説明については以上でございます。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   それでは、令和５年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金につ

きまして、卓上に配付させていただいております補足説明資料に基づき、御

説明申し上げます。 

概要でございますが、国におきまして、令和５年11月２日にデフレ完全脱

却のための総合経済対策として、住民税非課税世帯等を対象に１世帯当たり

７万円を給付する方針が閣議決定されまして、11月29日に臨時国会で予算措

置が決定されたものです。 

財源としましては、従来の寄附金と同様に、地方創生臨時交付金による国

庫10割補助事業となります。 

申請書等の様式、支給までの流れにつきましては、令和３年度と令和４年

度、本年度５月補正予算において実施いたしました１世帯当たり３万円の住

民税非課税世帯等臨時特別給付金に準じております。 

住民税非課税世帯につきましてはプッシュ型の支給を、家計急変世帯につ

きましては申請に基づく支給となります。 

支給要件につきましては、現時点で国より確定情報が示されておりません

が、従来の給付金を踏襲したものと想定して、事前の準備作業を進めており

ます。 

住民税非課税世帯につきましては、基準日から継続して本町に住民登録が

あり、世帯全員の令和５年度住民税が非課税である世帯が対象となる予定で

す。 

家計急変世帯につきましては、住民税課税世帯のうち物価高騰の影響によ

り収入が急変し、年間収入見込み額が住民税非課税世帯相当の水準までに減

少した世帯が対象となる予定でございます。 
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対象見込み世帯数でありますが、全体で922世帯を見込んでおります。 

内訳としまして、住民税非課税世帯は、令和５年11月時点の住民税非課税

世帯であります917世帯を見込んでおりまして、こちらには支給要件が未定

ですので住民税未申告世帯を含んでおります。 

また、家計急変世帯につきましては、本年度５月に実施しました、１世帯

当たり３万円の給付金の実績を踏まえて５世帯を見込んでおります。 

基準日につきましては、国より確定情報が示されておりませんが、令和５

年12月１日となる予定でありまして、申請期限は従来の給付金と同様に、確

認書の発送から３か月間を予定しております。 

今後のスケジュールでありますが、議会で承認をいただいた後、１月下旬

からシステム改修を実施いたしまして、２月中旬に住民税非課税世帯に向け

て確認書等、必要書類を発送する予定でございます。 

支給日につきましては、第１回目の支給日を２月29日で予定しております。 

事業に要する所要額でありますが、総額で6,499万5,000円を計上しており

ます。 

内訳としまして、事業費の給付費は対象見込みの922世帯に７万円を掛け

ました6,454万円、事務費としまして郵送料及び口座振込手数料を36万3,000

円、人件費として職員２名分の時間外手当９万2,000円を見込んでおります。 

なお、本年度５月に実施しました給付金と同様に、住民税非課税世帯への

給付に係る経費につきましては、国の補助メニューのうち低所得世帯支援枠

分が財源となります。 

家計急変世帯につきましては、推奨事業メニュー分が財源となります。 

令和５年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についての説明は

以上となります。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第63号について質疑に入ります。質疑のあ

る方はどうぞ。 

児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   11番の児玉でございます。 

まず、21ページのところですかね、都市公園費のぐみの木近隣公園整備工

事の部分だと思いますが、これはもう既に全協で説明いただいてございます
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けれども、本会議でございますので、改めてこの内容をお示しいただきたい

と思います。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   内容につきましては、９月の13日に皆さん全員協議会の席で御説明申し上

げてからは、さほど変わってございません。 

皆さんからいただいた御意見を踏まえまして、アンケートとかを小学校と

かに取らさせていただきまして、備品購入のほう、そちらはアンケートに基

づいて決めさせていただきました。 

工事費のほうのスケートパークの規模ですけども、若干御説明させていた

だいたときよりも一回りぐらい、幅は12メートルなんですけども、30メータ

ー、面積にして360平米ほどの施設でございます。それとフェンスのほうも

四方全部囲いまして、高さのほうは１メートルということで、表面はアスフ

ァルト舗装をやるんですが、あそこ結構日差しが強いもんですから、反射の

ためのカラー舗装をグレーになるんですけども、遮熱性といいますか、そち

らのほう、考慮しまして、カラー舗装で仕上げる予定でございます。 

議      長   児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   中身は大体分かってるんですけど、具体的にどの辺に造るのかということ

とか改めてになっちゃうんですよ。具体的にどの辺で造るのかといったとこ

ろと、あと利用範囲であったり、あと今、ぐみの木公園を利用している、今

現状の利用者にとっての何か圧迫みたいなそういうものがないのかといった

ところも、改めてちょっと御説明をお願いいたします。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   利用者といいますか、最初のあれでしたっけ、一緒に、場所はぐみの木公

園内の憩いの広場と呼んでいるところでございます。具体的な場所につきま

しては、テニスコートを御存じですかね。テニスコートとゲートボール場の

間に、あずまやと藤棚がございます。そちらの河川側の通路のほうを利用し

た一角で、今、花壇、今咲いてないんですけども、花壇を一部取り壊しまし

て、そちらのほうに設置する予定でございます。 

今現在、あそこバーベキューもやれるような状況になってございますけど

も、それとあと駐車場も25台ぐらいですかね、桜のゾーンがあるんですが、
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桜のゾーンに大体テニス側のほうと今ゲートボールを使ってらっしゃる方い

られますんで、両サイドに止まってるような状況でございますけども、スケ

ートパークを造るとなりますと、ゲートボールのほうの駐車スペースがなく

なってしまうような形になりますんで、憩いの広場のレイアウトをちょっと

見直しまして、テニスコートのほうは全然支障ないと思いますけども、ゲー

トボールやられる方とかバーベキューやられる方の駐車場としまして、町道

側に十何台ですかね。別に区画を、駐車枡を白いテープをやりまして、もっ

と分かりやすいような形でやろうと考えております。 

議      長   児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   すみません、二、三回目なので。取り急ぎ利用料みたいなのが発生しない

のかといったところと、あとこれは財源といいますか、これは補助金なりで

対応すると思うんですけど、そこの県の補助金なのかとか、その辺りの財源

の内容を教えてください。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   財源につきましては一般財源でございます。利用料につきましては、今

のところは無料でやるように考えております。 

議      長   ほかに質問のある方。 

和田成功議員。 

１ 番 和  田   全協である程度説明は受けてるんですけど、いま一度、経緯について、ス

ケートパークを造るといったところの経緯について、もう一度説明願います。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   経緯という、最初のきっかけは、今年の春先頃ですか、町内に住む中学生

四、五名の方から、スケートボードをやりたいんだけども、やれる場所がな

いと。実際には役場の駐車場とか、うちのほうの公園でやってたみたいなん

で、ちょっとやれるような場所がないんで困ってるといいますか、そういっ

た相談を受けました。ただ、うちのほうとしましても、かなりスケートボー

ドは騒音といいますか、音もかなり発生しますし、実際どのくらいの需要が

あるのかと。中学校と小学校のほうへ、こちらもアンケートを取らさせてい

ただきまして、結果としましては、小学生が４割の方がスケートボード場が

あればやってみたいという結果と、中学生も山中の生徒ですけども、20％ぐ
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らいありまして、トータルしますと170名ぐらいの小・中学生がスケートボー

ドあったらやってみたい、パークがあったらやってみたいというな結果を受

けまして、やるような方向で進んできました。そういうような状況でござい

ます。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   小・中学生の要望でそういう設置に向けたといったところで、アンケート

等も取られているようですけど、年間の利用見込みというところがあれば、

説明願いたいんですけど、いかがですか。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   見込みのニーズまでは何とも言えないんですが、近隣にはちゃんとした

っていいますか、やれるところが、厚木市さんですとか秦野ぐらいしかない

と思いますんで、変な話、小田原球場の周りで御存じかと思いますが、やっ

てはいけないと思うんですけども、そちらの方とかが、今度正式なスケート

パークとして整備しますので、そちらの方なんかが、ぐみの木公園は駐車場

もございますので、利用していただけるのかなと思っております。 

ほかの公園もゲートボール場に関しましても、ソフトボールなんかも、ほ

かの市町からも御利用されてますんで、スケートパークのほうも利用してい

ただけるものと思っております。 

議      長   和田成功議員。 

１ 番 和  田   対象が小・中学生がメインなのかなというところなんですけど、安全対策、

公設なんで、けが等も考えられると思うんですけど、その辺の対策について

はどのようにお考えでしょうか。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   けがなどの対策は周りにフェンスは囲いますんで、そちらのほうに利用

規定というような看板を、こちらも御存じかもしれないですけど、ドッグパ

ークもあるんですけども、利用規定の看板をつけまして、そちらに何ていう

んですか、ヘルメットだとか、そういうのをちゃんとしてやってくださいよ

とかそういうのは、注意喚起のほうはやっていきたいと思っております。 

議      長   ほかに。 

府川輝夫議員。 
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８ 番 府  川   これも全協である程度聞いてるんですけども、正式な場ですので改めてお

聞きしたいんですけども、先ほどアスファルトというようなお話がありまし

た。全体的なパークのイメージ、例えばさっき面積も言われましたけども、

どんなイメージで、例えばどんな附属部品がついて、どんな遊びができるの

かというようなところをちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   セクションと呼ばれてる、何ていうんですか、ジャンプ台ですか、そうい

うやつが一応５基ほど、こちらの備品購入のほうで見させていただいており

ます。それ一応、カタログなんかのプランがいろいろあるんですけども、面

積に合ったプランでこういうものがどうだというのがありましたので、そち

らを参考に５基ほど、全協のときもお話させていただきましたが、レールで

すとかジャンプ台、そのような形で、こちらも先ほど申し上げましたように

小学生からの人気のあるアンケートを取りましたので、そちらを主に設置す

るような形で考えております。 

議      長   府川輝夫議員。 

８ 番 府  川   先ほど、ゲートボール側の利用の駐車スペースが減る分、柑橘果工側のと

ころに駐車場という説明がありましたけど、もう少し詳しく説明願います。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   今、府川議員さんおっしゃられるように、今現在、ゲートボールの駐車

やられる方は、桜のゾーンを御存じだと思うんですけども、あちらのほうに

10台ぐらいですかね、つい先日も大会があったみたいで止まっておりました。

そちらのほう、スケートパークのほうで減ってしまいますので、今度、後退

駐車として、柑橘果工さん側の、あれは町道になってますんで、そちらのス

ペースでＬ字に、テニスコートのほうは今止まってる状況ですけども、Ｌ字

に止めていくような形で、台数にしては10台ぐらい十分確保できると思いま

すので、そちらに止めていただくような形でレイアウトのほうもベンチとか

購入させていただく予定でございますので、そちらで分かるような形で、駐

車枡も新たに、今ロープしか張ってございませんので、もっと分かりやすい

白いテープで駐車の枡を明示していきたいと思っております。 

議      長   府川輝夫議員。 
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８ 番 府  川   駐車場としては下流側に、土地は県の土地かもしれませんけども、ドッグ

パークがあって、今、道が、管理用の道があって、その南側に随分広い、所

有権は県なのかもしれませんけども、そこはぐみの木公園駐車場だよという

ふうに案内があって、意外とそこは、あまり皆さん知らないのかなと。です

から例えば野球やっていたり、テニスやっていたり、これからそういう施設

ができて、車がもういっぱいでというようなときのために、例えば向こうに

も駐車場がありますみたいな案内も、この際されれば、何ていうか、さらに

利用者も安心して駐車ができるんじゃないかなと思うんですけども、いかが

でしょうか。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   今の御意見参考にさせていただきまして、ドッグパークの下流にあるや

つも、もちろんうちのほうの駐車場でございますので、そちらも、今もドッ

グパークの方よく一番近いんで活用されてますけども、どうしてもゲートボ

ールですとかソフトボールは真横に止めるような方も、止めてもらって結構

なんですけども、満杯になるようでしたら、ちょっと看板が低過ぎちゃって

目立たないようなところもありますんで、そちらのほうはまたちょっと周知

していきたいなと思っております。 

議      長   ほかに。 

瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   パークのデザインについては、専門家等の御意見は伺ってるんでしょうか。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   デザインとおっしゃいますと、一応今考えてるのは、フェンスと路面とい

いますか、そちらをアスファルトでやる程度でございまして、スケートパー

クとかって明示をするようなデザインのことですか。 

競技としては、ちょっとそこまでは調べてないんですけども、一応カタロ

グとかのやつを参考にさせていただいて、面積といいますか区画のほうは考

えてる次第なんですけども。 

議      長   瀬戸伸二議員。 

３ 番 瀬  戸   そうすると、遊び場というイメージでよろしいんでしょうか。 

議      長   都市整備課長。 
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都 市 整 備 課 長   基本的にはそのような形で考えております。 

議      長   ほかに。 

瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   瀬戸でございます。 

15ページの真ん中辺の寄附金の活用のところなんですけど、防災備品購入

費とございまして、防災品を地域の７か所の施設にということですが、防災

品とは何のことなんでしょうか。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   こちらは、本年９月の中旬に個人の方から町に福祉目的を向上というこ

とで寄附金がございました。こちらは歳入側に掲示しております200万とな

ります。 

こちらは、福祉目的向上ということですので、町内の災害時受入れ協定締

結事業所７か所、こちらに防災資機材を支給させていただくものです。 

現在、町のほうで想定しておりますのが、避難用具であります階段の避難

車やリヤカー、それから担架や救助用工具、誘導用具や発電機、それから救

急セット、浄水器等でございますが、こちらで10月補正予算のほうが議決い

ただいた後に、町内事業所さんのほうにアンケート調査をさせていただいて、

何が必要かということで、取りまとめて年明けに入札をさせていただく予定

でございます。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   ではこれ、一律にこう決まっているものでなく、これから希望を聞いて、

アンケートを取ってから決めるという形ですね。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   そのとおりであります。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   ただいま御答弁にありました中で、受入れとおっしゃいました。災害時の。

ということは、こういう７か所の施設で受け入れてくださるという前提の下

にこういうふうな備品も備えるという形という理解でよろしいでしょうか。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   そのとおりでございます。 
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災害時の受入れ協定を締結していただいてる事業所に、現在のところ、町

のほうでは特別、資機材の関係で支給ですとか助成のほうではさせていただ

いておりませんので、今回この寄附金のほうを活用させていただいて、防災

資機材を備えていただくという趣旨でございます。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   以前ですと、とても受け入れられるキャパもないしというような形の回答

をたしかいただいてたと思うんですが、じゃあ、こういう備品をそろえてあ

げるから、ぜひ受け入れてほしいという７か所のところにお願いができると

いうふうに一歩進んだのかなと理解しましたが、そういうことでよろしいん

でしょうか。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   協定につきましては既に締結済みでおりまして、基本的にはベッド数があ

るところですね。要は床数があるところについて、今回あと、すみません、

それがある事業所につきましては中小型の事業所ですので、そちらも協定を

結んでいただいております。そちらについてはベッドはないんですけども、

協定を締結していただいておりますので、対象事業所という形で、こちらの

ほうでアンケートを取らさせていただく形なんですが、基本的には、やはり

施設の規模でありますとか、そちらによって必要な資機材が異なってきます

ので、基本的には事業所割りという形と規模割りという形で寄附金の額を決

めさせていただいて、それに基づいて、その中で必要な資機材を考えていた

だきたいというふうに考えております。 

議      長   ほかに質疑のある方。 

大野徹也議員。 

６ 番 大  野   ただいまの質問の中の事業所というのが、いわゆる要介護者関係の事業所

の指定ということだと思いますけども、避難行動の計画書みたいなものをそ

の事業所ごとに提出していただくようなことになってるかと思うんですが、

その辺につきましてはどうでしょう。 

議      長   地域防災課長。 

地 域 防 災 課 長   そこら辺のこういうことにつきましては、地域防災計画の中で定めて、今、

今年度からそういった計画を定めてくださいということでお願いに行きなが
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ら、定める側もなかなか難しいと思いますので、こちらが寄り添った形で支

援をさせていただいております。 

議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   ４番、高橋です。 

21ページの観光費の中で確認なんですけれども、観光施設の維持管理工事

というところが大野山のトイレとありましたでしょうか。ちょっと聞き違い

だったら申し訳ないんですが、この工事のことでもう少し詳しく教えていた

だきたいと思います。 

議      長   商工観光課長。 

商 工 観 光 課 長   こちらの場所なんですが、大野山入り口、鍛冶屋敷地区にある大野山入り

口の公衆便所になります。 

こちらの浄化槽なんですが、ちょっと亀裂が入ってしまいまして、そちら

の部分を修繕させていただくための予算になります。 

議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   てっきり私、この前大野山フェスに上がったときに、大野山の山頂のトイ

レが臭いがあり、詰まり、色が変わり、非常に、これの工事なのかなと思っ

たんですけれども、その把握は、どこがどうというお金のやりくりも分かり

ませんでしたが、ここでちょっと教えていただけたらなと思います。 

議      長   商工観光課長。 

商 工 観 光 課 長   今、高橋議員がおっしゃられたのは、大野山の山頂の公衆便所のことだと

思います。こちらは循環式のトイレを使っております。一般的な浄化槽、下

水道、こういったものではないので、システム的に多くの方が一度にご利用

になりますと、循環がうまく稼働し切れずに、どうしても臭いが出たり汚れ

が残ってしまったりとするのは、システム的な関係はあるということは御理

解いただきたいと思います。 

こちらのほうについても、定期的にカキ殻だったかな、それを入れながら、

資材等の循環などもやらせていただいてますが、いろいろと、特に多くのお

客様が来られるとき、拝観が多いときには非常にそのようなものも耳にして

おりますんで、ちょっとこれからも注視していきながら対応を考えたいと思

っております。 
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議      長   高橋純子議員。 

４ 番 高  橋   この前の大野山のイベントで人数がやはりキャパを超えたらしく、非常に

臭いがあり、もう詰まって、女性がとっても困ったという状況がありまして、

それはもう解除になったんでしょうか。 

すみません。 

そうですね。現状は、また後ほどお伺いをするということにいたします。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   15ページの社会福祉施設費の火葬業務のところで、小田原市斎場火葬炉改

修負担金について、この負担割合は通常の負担割合で、いつも負担している

中での負担割合なんでしょうか。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   まず、火葬場の改修工事でございます。こちら令和元年７月に稼働してい

る施設でございますけれども、こちらのほうが令和４年の７月に異常燃焼に

よるすすが出てしまったということで、それが地域の方から通報で分かった

というような状況でございます。 

これに対しまして、施設管理をしてます小田原市のほうでいろいろ協議等

をした中で、改修をしていこうというのが今回の改修という形になります。 

御質問のありました負担割合でございますけれども、均等割15％、人口割

り85％ということで、これは取決めの中でやっている割合でございます。 

２市５町、小田原、南、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町と、こ

の２市５町で総額のほうが2,970万円の改修となりますけれども、こちらを

先ほどの均等割合の中で負担していくということでございます。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   均等割ということで安心しました。利用料とかもかかってくるのかなとか

思って、山北町、結構利用者が多いんじゃないかと思いましたので、詳細を

伺いました。よく分かりました。 

議      長   児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   金額の部分については異論はございません。 

ちょっと一般論的な話で、先ほど説明の中で100キロを超えた方を対象に

炉を改修すると、自分も気をつけなきゃいけないなと思いながらちょっと伺
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ってたんですけど。これ、一般的に100キロ、対象ってどれぐらいの幅なんで

すかね、分かればちょっと教えていただきたいんですが。 

議      長   環境課長。 

環 境 課 長   現在の炉の規格といいますか、対応が御遺体が100キロ、またそれからひ

つぎが25キロ、副葬品としまして５キロということで、130キロまで耐えれ

るというもので当初やってございました。ところが近年、年間で約最大で20

件ぐらい、この２市５町の中で20件ぐらい出てくるという実績がございまし

た。 

今回、９炉がございますけども、そのうちの一つ、７号炉を御遺体を120キ

ロまで耐えれるものに変えるということで、一応150キロ対応ということで

改修するものでございます。 

なお、じゃあ150を超えた場合にどうするかというところでございますけど

も、これをやるとなると、改修では済まないような工事になってしまうとい

うこともございまして、近隣に対応できる施設もございますので、もしそう

いう案件が発生した場合は、今現在実績ではございませんけれども、そうい

う150を超える案件が出た場合は、近隣のところの、例えば秦野、伊勢原市、

こちら200キロまでと聞いてございますので、そちらを御案内するような形で

対応していきたいというふうに考えているところでございます。 

議      長   ほかに質疑のある方。 

池谷仁宏議員。 

２ 番 池  谷   ２番、池谷です。 

19ページの林業振興費の中のナラ枯れ被害木伐採工事なんですが、これは

場所と何本ぐらいを想定されているのか、お示しください。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   今回、今まで今年度34本。こちらについては既に伐採済みの箇所で、一番

初めが鍛冶屋敷古宿線沿いの20本。その後が鍛冶屋敷線もうちょっと手前の、

山北地区に入るんですけど、こちら１本。その次に、皆瀬川で市間線、町道

市間線沿いで３本。町道箒沢線で10本。こちら合わせまして、伐採済みが34

本です。あと、共和清水線、町道市間線合わせまして、６本プラスこれから

伐採する予定で、年度では40本の予定となっております。 
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以上です。 

議      長   池谷仁宏議員。 

２ 番 池  谷   ありがとうございます。非常にきれいになっているなというふうに感じて

おりました。 

それともう一つ質問がございます。先ほどの、ぐみの木公園のスケートボ

ードパークの件なんですけれども、公園の備品についてなんですが、レール

を設置されるということなんですけれども、このレールの高さをいま一度教

えていただければと思います。 

議      長   都市整備課長。 

都 市 整 備 課 長   レールのほうは高さ40センチでございます。 

議      長   池谷仁宏議員。 

２ 番 池  谷   私も昔スケートボードをやっていましたので、40センチという高さであれ

ば何とか妥当なのかなと思いました。 

前回の全員協議会の中で60センチ、80センチぐらいのお話があったので、

実際のところどれくらいの高さなのだろうと思いまして、今伺わせてもらい

ました。 

この公園の備品についても、ぜひ利用者の皆さんの声を取り入れながら、

また造っていただくのもよろしいかと思います。 

以上です。 

議      長   ほかに質疑のある方。 

児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   11番、児玉でございます。 

今19ページのところに、ナラ枯れの関係がありましたけれども、その下の

小規模土砂流出防止工事は減額になってございます。これは予算も範囲内に

あるのかもしれませんが、この辺の理由をお聞かせください。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   小規模土砂流出防止工事というのは、いわゆる県が行う治山工事であると

かそういう大きな規模に満たない、山に行ってちょっと崩れが見えるとか、

沢が広がってるとか、そういう程度のものを、初期の段階で柵、例えばメッ

シュ柵であるとか鋼板柵とか木柵とか、そういうもので土留めをしていくと
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いうような工事でございます。 

当初、当然、どういう箇所があるかというのは分からないので、大体見込

みで考えてたんですけども、今回、一応共和地区で２か所施工の必要がある

ということで、それが延長にすると93メートル、２か所で93メートルの柵を

設置するということが確定しましたので、それを残して、残りはほかのとこ

ろの配分にさせていただきました。 

議      長   児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   例えば、この減額分をどこか別の場所、また新たにいろいろあるとは思う

ので、今のこの小規模土砂災害的なところ、そういうところに当てるとかそ

ういうのは、また新たに補正なり当初予算なりに組み直していくという、そ

ういう考え方になるということでいいですか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   必要になる箇所というのは基本的には雨季の前に調べまして、冬季ですと、

たとえ多少崩れていても、その被害というのは広がらないという形でいろい

ろ皆さんからの情報を得た上で、職員が現地行きまして、緊急に今やらなけ

ればいけないという箇所が、先ほど言った共和の２か所に確定して、今年度

中に施行させていただくと。それ以降、またそういう箇所が情報が来た場合

には、おっしゃったとおり、来年度に雨季の前に施行するというようなこと

を考えております。 

議      長   児玉洋一議員。 

11 番 児  玉   ありがとうございます。そうしましたら、今のところは分かりました。 

同じ項目になるんですけど、次のページにわたりますけど、21ページの木

育遊具等購入費とございますが、この内容をいま一度お願いします。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   こちらは、小学校の机、学習机の天板なんですけども、これ当初予算を計

上したときのサイズが600の400の20というようなサイズで、これ小学校の机

の学習机の天板のサイズだと聞いてたんですけども、最近、650の450の20と

５センチずつ大きくなっているという話が聞きまして、それは学校で順次こ

れ一遍に変えるほどできませんので、順次そういう大きさになっているとい

う情報がありましたので、学校のほうと調整しまして、６年生分をまずは変
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えていくというところで、今言った大きさが大きくなったので、加工賃とか

材料費が若干増えたものに係る変更増額分でございます。 

議      長   ほか。 

大野徹也議員。 

６ 番 大  野   その木育遊具等の購入費の財源は、いわゆる水源環境か森林環境保全税、

どちらでしょうか。 

議      長   農林課長。 

農 林 課 長   森林環境譲与税でございます。 

議      長   大野徹也議員。 

６ 番 大  野   森林環境譲与税の使い道という中に、このようなものがあるということは

承知しております。 

先ほどちょっと予算の関係というお話がございましたんで、森林環境譲与

税でしたら、もう少し取れないのかなという、そういう気がするんですけど

も、いろいろ予算立てが難しいかもしれませんが、そちらに優先的にお使い

いただくということもお考えいただきたいというふうに思います。 

議      長   ほかに質問のある方。 

遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   13ページの定住総合対策事業費、東山北1000まちづくり基本計画、この辺

の場所とか、もう少し詳しく教えていただければなと思いまして。 

議      長   定住対策課長。 

定 住 対 策 課 長   この東山北1000まちづくり基本計画の中の、今回補正上げさせていただ

いたものが国庫支出金返納金というふうになります。 

こちらは令和２年度に行いました、水上２号線こちらの改良工事、こちら

の部分が過大工事だというところで国のほうから指摘がありまして、返納す

るものです。 

この部分の返納になった経緯なんですけども、水上２号線というのが、御

存じのように令和元年と２年の２か年に分けて上本村橋から上流に50メータ

ーほど工事をしております。 

そのうち令和２年度に行いました橋の補強工事、これが令和４年の５月に

会計検査のほうの国の補助金の検査がございました。その検査の中で、この
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補強工事の工事内容がちょっと設計に不備がありまして、工事費が過大だと

いうところで指摘がございました。 

その過大の指摘の部分で既に助成をいただいていた補助金から、こちら249

万4,594円になるんですけども、こちらの部分に関しまして国へ返還しろと

いうような指摘が出ました。 

これに関しましては、令和４年度の会計検査なんですけども、その中で一

応内容について、国のほうと調整を図りまして、今年の11月にこの部分が正

式に公表された部分で金額が確定いたしましたので、この12月議会のほうで

上げさせていただいたような形になります。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   川村用水の降りたところのところですかね。 

議      長   定住対策課長。 

定 住 対 策 課 長   場所なんですけど、今言った岩流瀬用水のあまり余水が尺里川のほうに出

るところがございます。そこのところに橋が２橋かかっておるんですけども、

その部分の工事の部分で過大だというところでなっておりますので、場所は

その水路のところで間違いありません。 

議      長   遠藤和秀議員。 

10 番 遠  藤   分かりました。ありがとうございます。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   15ページばかりで恐縮なんですが、金額も大変そんなに大きくない補正な

んですが、軽度・中等度難聴児補聴器購入費補助金12万4,000円について見込

み増ということですが、御説明を伺いたいと思います。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   こちらの軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金につきましては、従来、も

ともと自立支援給付費のほうで補装具の給付に該当しない障害児の補聴器購

入に対する県の補助金の町負担分となります。 

３年度に給付の実績がなかった、申請がなかったもので、令和４年度、令

和５年度とこちらのほうで当初予算のほうで計上しておりませんでしたが、

年度途中にこの必要性があるということで、修理が１件、それから今後修理

の見込みが２件、それから既に申請が来ております新規分１件、こちら合わ
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せて今回補正予算という形で計上させていただいているものです。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   修理とかということは、難聴児ということで、この今の内容が修理と何と

かって３件ぐらいあったんですが、その３人ぐらい対象者が出るということ

なんでしょうか。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   こちら事業名は、補聴器の購入補助金ですが、修理についても対象となっ

ております。現在確定しておるものが、修理が１件もう既に出ております。 

それから、これから新規という形でこれ11月に出て来たんですけども、新

規購入を希望される方が１件、それから年度まで数か月ありますので、修理

の見込みということで２件を見込ませていただいております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   御説明ありがとうございます。と言いますと、今までもこういう難聴の方

がいたということですね、２人。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   実際ございまして、本来、自立支援給付の補装具給付のほうで支給するん

ですけども、そちらの要件に満たない障害児については、こちらの県補助の

ほうで該当させていただいております。 

修理ということで、以前に購入したものの不具合であるとか成長に応じて

修理が必要になった方について、こちらの事業で給付をさせていただいてい

る形となっております。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   何かちょっと勘違いしてたんですけど、重度障害の方とかがとか、川村の

支援級に通っている子どもとか、そういう方は対象じゃないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

議      長   福祉課長。 

福 祉 課 長   議員のおっしゃられるとおり、障害の自立支援給付事業の補装具給付に該

当されない方、こちらのほうに軽度・中等度と書いてありますが、そういう

方が対象の事業となります。 

議      長   ほかに質疑のある方。大丈夫でしょうか。 
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それでは、質疑が終わりましたので、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、議案第63号を採決いたします。原案に賛成者は挙手願い

ます。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第63号は原案どおり可決されました。 

日程第８、議案第64号 令和５年度山北町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第64号 令和５年度山北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

令和５年度山北町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

歳入歳出予算の補正。 

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ253万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ２億361万3,000円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表、歳入歳出予算補正」による。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、今回の補正予算の主なものは、健康診査の増に

関わる歳入歳出の増で、歳入歳出総額をそれぞれ253万7,000円増額補正する

ものでございます。 

詳細については、担当課のほうから説明いたします。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   それでは、議案第64号 令和５年度山北町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について御説明申し上げます。 

２ページ、３ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

歳入につきましては、３款繰越金と５款諸収入につきまして、歳入合計
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253万7,000円の増額を行うものでございます。 

歳出につきましては、１款総務費、３款諸支出金及び４款予備費につきま

して、歳入と同額の253万7,000円の増額を行うものでございます。 

詳細につきましては、事項別明細書で御説明させていただきます。 

４ページ、５ページをお開きください。 

歳入でございますが、３款１項１目の事務費繰入金につきましては、後期

高齢者の健康診査委託料の増に伴う町からの繰入金で、142万7,000円の増額

でございます。 

５款２項１目の雑入につきましては、後期高齢者の健康診査委託料の増に

伴う神奈川県後期高齢者広域連合からの補助金で、71万円の増額でございま

す。 

３項１目の保険料還付金につきましては、過年度分保険料還付に伴う神奈

川県後期高齢者広域連合からの収入で、40万円の増額でございます。 

６ページ、７ページをお開きください。 

歳出でございますが、１款１項１目の一般管理費につきましては、後期高

齢者の健康診査の件数の増加に伴う手数料３万9,000円と委託料216万3,000

円の増額でございます。 

３款１項１目の保険料還付金につきましては、過年度分の保険料還付金の

増に伴い、40万円の増額でございます。 

４款１項１目の予備費については、歳入との調整につき６万5,000円を減

額するものでございます。 

説明は以上でございます。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第64号について質疑に入ります。 

質疑のある方はどうぞ。 

瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   瀬戸です。 

７ページをお願いします。 

健康診査委託料なんですが、受診率が伸びてるということだと思うんです

けれども、前と比較して、どのように増えたんでしょうか。 

議      長   保険健康課長。 
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保 険 健 康 課 長   今ちょっと受診率のほうについては分からないんですが、すみません、記

憶になってしまうんですが、350件程度から417件に増えたということでご

ざいます。申し訳ございません。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   結構です、それだけ分かれば。 

ということは健康意識の高い後期高齢者が増えているということにもつな

がっていくんではないかと思いますので、フレイル予防もフレイル講座もや

ってらっしゃると思うんですけど、行ってみてもいつも同じメンバーのよう

な形が見受けられますので、ぜひ一般にもこの受診率、受診が高まるように、

また健康な町民が、高齢者が増えることを目指す努力を今後もしていただき

たいと思います。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   そうですね、フレイル事業をどんどんこれから進めていきたいと思います。 

それから、すみません、当初で312件見込みで今回の補正で467件でござい

ます。大変失礼いたしました。 

議      長   ほかに質疑のある方。 

質疑、大丈夫でしょうか。 

それでは、質疑が終わりましたので、討論を省略し、直ちに採決に入りた

いと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、議案第64号を採決いたします。原案に賛成者は挙手願い

ます。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第64号は原案どおり可決されました。 

日程第９、議案第65号 令和５年度山北町介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第65号 令和５年度山北町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

令和５年度山北町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定
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めるところによる。 

歳入歳出予算の補正第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ347万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,505万

7,000円とする。 

２、歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。 

令和５年12月５日提出。山北町長、湯川裕司。 

提案理由でございますが、今回の補正予算の主なものは、高額介護サービ

ス費の増に関わる歳入歳出の増で、歳入歳出それぞれを347万9,000円増額補

正するものでございます。 

詳細については、担当課のほうから説明いたします。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   それでは、議案第65号 令和５年度山北町介護保険事業特別会計補正予

算（第３号）について御説明申し上げます。 

９ページ、10ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算補正でございます。 

歳入につきましては、各款繰入金につきまして、347万9,000円の増額を行

うものでございます。 

歳出につきましては、１款総務費、２款保険給付費及び３款地域支援事業

費につきまして、歳入と同額の347万9,000円の増額を行うものでございます。 

詳細につきましては、事項別明細書で御説明させていただきます。 

11ページ、12ページをお開きください。 

歳入でございますが、８款１項１目の一般会計繰入金につきましては、介

護認定審査会のシステム改修に伴う町からの繰入金で、21万5,000円の増額

を行うものでございます。 

２款２項１目の介護給付費繰入金は、主に高額介護サービス費の増に伴い

繰入れを行うものでございます。 

続いて、歳出でございますが、１款３項２目の介護認定審査会共同設置負

担金につきましては、認定審査会のシステム改修に伴う審査会事務局を担う

南足柄市への負担金で、21万5,000円の増額でございます。 
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２款４項１目の高額介護サービス費につきましては、高額介護サービス費

の件数の増により、326万円を増額するものでございます。 

３款３項１目の包括的支援事業につきましては、保険健康課に配属されて

います生活支援コーディネーターの勤務日数の関係で、社会保険料を4,000

円増額するものでございます。 

説明は以上でございます。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第65号について質疑に入ります。 

質疑のある方はどうぞ。 

瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   高額介護サービスの件なんですが、件の増ということは、これはたしか改

正があったと思って、負担額、収入によって違う、変わっていくみたいな形

になってきてると思うんですが、どのように増えたのかを伺います。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   今、議員がおっしゃられたのは、おそらく特定入所者介護サービス費のこ

とだと思います。施設入所に際しまして、居住費ですとか食事の負担額があ

る一定の基準額を超えた場合に、特定入所者介護サービス費として給付す

るというものです。 

こちらが法改正があった関係で基準額が上がりました。つまり自己負担す

る方が増えたということです。結果的にその自己負担をする方が増えたので、

高額介護サービス費の件数が増えたんではないかと思っています。 

具体的には、当初予算で2,642件見込んでいたものが、見込みでは2,982件

ということで、プラス340件の増加程度になるのではないかということで、今

回326万円を増額させていただくものです。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   高額介護サービスというのも、一般的な所得は380未満の方が４万4,000円

って限度額があるとかというような感覚で思っていたんですけれども、それ

にまた上が増えて、収入のそういう負担をする方が増えたので増えたという

ことか、介護度がやっぱり上がると介護がかかりますから、そういう介護度

も上がった人が増えたのか、両方のほうがあるから難しいと思うんですけど、

単純に介護度が上がった人が増えたというんではなく、収入のほうの関係か
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らという解釈でよろしいんでしょうか。増えたという。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   両方とも違います。 

先ほどの説明と重なるのですが、山北町、今、介護任認定者が700人ぐらい

いますので、それぞれ介護の認定講習をして介護度が決まってきますけども、

おおむね介護５とか４とかの割合というのは、そんなに大きくは変わりませ

んので、ここでいきなり介護４とか５の人が増えて、使うサービスの金額が

大きくなったので高額介護サービスが増えたというわけではないです。では

なく、先ほどの説明と重なるんですが、特定入所者介護サービス費と施設に

入るときに自己負担する居住費ですとか食費、そこの基準額の法令改正が上

がったために、自分で払う金額が増えてしまったんです。その自分で支払う

金額が増えたがために、先ほどおっしゃられたその４万4,000円とかという基

準を超える方も増えたということから、この高額介護サービスが結果的に増

えたということでございます。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   大変よく分かりましたけど、まだ半分ぐらいしか分からないんですけれど

も、おいおい分かってきたいと思いますけれども、本当に高額介護サービス

というところが増えると、何か重い、介護度の高い人が増えたのかなとかっ

て単純に思ってしまうんですが、それだけではないということで、これは合

ってますか。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   その御認識でよろしいかと思います。人によって使うサービスも、どの程

度サービス使うか、介護度もそれぞれ違いますので、その積み重ねがこの

高額介護サービスで今回2,982件になったということで、全体としては先ほ

どの特定入所者介護サービス絡みで増えたということが言えるのではない

かと思っています。 

議      長   瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   それでは、施設介護を受けてる方と在宅の方との割合などは大体分かりま

すでしょうか。 

議      長   保険健康課長。 
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保 険 健 康 課 長   基本的に施設サービスを受けられてる方は、特定入所者介護サービス費に

基準を満たしてる方は該当になります。あと在宅サービスを利用されてる

方でも、ショートステイですね。ショートステイで泊まったときには、や

はり食費とか居住費も該当になりますので、施設サービスを受けてられて

る方も、在宅サービスのショートステイを受けられてる方も、両方とも受

けられるというものでございます。 

議      長   ほかに質疑のある方。 

大野徹也議員。 

６ 番 大  野   介護保険料も、来年度ですか、改定というふうなことで、先ほどちょっと

後期高齢者医療保険の関係で、健康診断委託料が件数、受ける受診される方

が増えているという部分においては、いわゆる高齢化の部分を、これは一因

としては大きいのかなというふうな部分も考えられると思うんですよね。 

そういうふうな状況ですから、後期高齢者の方が増えているということだ

と思いますので、そうすると、おのずとやはり介護という部分がどうしても

中には必要になってくるという方が増えてくるかと思います。そんな中で、

これ介護保険料ですから国のほうの施策というふうなことでやるんですが、

この一般会計から繰出しするというふうな部分というのが、どのような形で

繰り出されてるんでしょうか、金額的な部分も含めて。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   ちょうど全員協議会の議題とさせていただいておりますので、そのときに

また詳しく御説明させていただきたいかなと思うんですが、法定負担割合

というのがあります。歳出の保険給付費等地域支援事業費に係る費用のう

ち、国が４分の１、県と町が２分の１の半分なので４分の１ずつ見ると、割

合としては12.5％、地域支援事業費のほうは事業によって、またそれが多少

違ったりしますけども、法定割合ってのは決まってますので、その法定割

合に応じた分を町から繰り入れるということで、１円単位で繰り入れてござ

います。 

議      長   ほかに質疑のある方。 

瀬戸恵津子議員。 

５ 番 瀬  戸   今のに関連があるかと思うんですが、今回の高額介護の326万4,000円とい



 

38 

うのは、基金からの繰入れで賄うということですよね。 

そうしますと介護保険って、この基金の中で繰り入れてくという形が取れ

るから、大体今回、全協で御説明あると思うんですけど、９期に入る、８期

のもう終わりの頃だとこの基金がちょうど終わる頃になるって、そういうよ

うな組立てになっているという解釈でよろしいですか。 

議      長   保険健康課長。 

保 険 健 康 課 長   今回、予算上では、この高額介護サービス費の財源は基金から充当させて

いただいておりますが、先ほどの大野議員の質問に御回答させていただい

たように、町の負担分、国の負担分、県の負担分というのはそれぞれありま

す。これを今回12月補正では、取りあえず基金から充当させていただくんで

すが、３月補正でほかの部分とまとめて町の分は町の分、県の分は県の分、

国の分は国の分で繰り入れるということでございます。 

議      長   ほかに質疑のある方。質疑ございませんか。 

それでは、質疑が終わりましたので、討論を省略し直ちに採決に入りたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、議案第65号を採決いたします。原案に賛成者は挙手願い

ます。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第65号は原案どおり可決されました。 

ここで、暫時休憩をしたいと思います。 

再開は10時45分、10時45分といたします。       （午前10時36分） 

議      長   休憩前に引き続き会議を開きます。          （午前10時45分） 

ここで、町側から追加議案の提出がありましたので、議会運営委員会を開

催して審議をお願いしたく、再び暫時休憩といたします。 

よって、議会運営委員は401会議室へお集まりいただき、再開につきまし

ては追ってお伝えいたします。 

それではよろしくお願いいたします。         （午前10時45分） 

議      長   休憩前に引き続き会議を開きます。          （午前10時55分） 

ただいま行われました議会運営委員会の審査報告を委員長より求めます。 
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議席番号１番、和田成功議会運営委員長。 

１ 番 和  田   それでは、議会運営委員会の審査報告を申し上げます。 

12月６日午前10時47分から役場401会議室において、委員４名、議長の出

席の下、令和５年第４回山北町議会定例会の追加案件について審査いたしま

したので、その結果を報告いたします。 

町側から追加案件が議長に提出され、議事日程に関わることから、議会運

営委員会で審議いたしました。 

ついては、お手元の先ほどお配りした議事日程のとおり、議案第66号と第

67号を議事日程に追加することとし、審査は本会議即決といたしました。 

以上で議会運営委員会の審査報告を終わります。 

議      長   委員長の審査報告が終わりましたので、委員長の報告どおり、本日の日程

に議案２件を追加したいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議がないので、本日の日程に議案２件を追加いたします。 

本日の日程につきましては、先ほどお配りいたしました議事日程のとおり

となります。 

日程第10、議案第66号 山北町副町長の選任についてを議題といたします。 

なお、本件につきましては、石田教育長の一身上に関する案件でございま

すので、石田教育長の退席をお願いいたします。 

（教育長退席） 

議      長   それでは、提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第66号 山北町副町長の選任について。 

次の者を山北町副町長に選任することについて、地方自治法第162条の規

定により議会の同意を求める。 

令和５年12月６日提出。山北町長、湯川裕司。 

氏名、石田浩二。住所、山北町向原1949番地。生年月日、昭和28年10月２

日。任期、令和６年１月１日から令和９年12月31日。 

提案理由でございますが、山崎佐俊副町長の辞任に伴い、石田浩二氏を選

任したいので提案するものです。 
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以上です。 

議      長   企画総務課長。 

企 画 総 務 課 長   石田氏の略歴については１枚おめくりください。 

昭和52年に日本体育大学を卒業。その後、52年４月に岡本中学校、南足柄

中学校、湘光中学校、神奈川県の国体局催事課、神奈川県の教育委員会足柄

上事務所、北足柄中学校、南足柄市の教育委員会の学校教育課、総務指導課、

中井町の中井中学校、大井町の湘光中学校、そして、平成25年４月に山北町

教育委員会の委員として教育長で現在に至るということになっております。 

説明は以上でございます。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第 66号について質疑に入ります。質疑のあ

る方はどうぞ。 

質疑ございませんか。 

質疑がないので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、議案第66号を採決いたします。原案に賛成者は挙手願い

ます。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第66号は原案どおり同意することと決定いたしま

した。 

それでは石田教育長、着席願います。 

日程第11、議案第67号 山北町教育委員会教育長の任命についてを議題と

いたします。 

提案者の説明を求めます。 

町長。 

町      長   議案第67号 山北町教育委員会教育長の任命について。 

次の者を山北町教育委員会教育長に任命することについて、地方教育行政

の組織及び運営に関わる法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 

令和５年12月６日提出。山北町長、湯川裕司。 
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氏名、水野博文。住所、山北町谷ケ298番地。生年月日、昭和34年６月７日。

任期、令和６年１月１日から令和７年９月30日。 

提案理由でございますが、石田浩二教育長の辞任に伴い、水野博文氏を任

命したいので提案するものです。 

詳細については、担当課のほうから説明いたします。 

議      長   企画総務課長。 

企 画 総 務 課 長   それでは１枚目おめくりください。 

略歴を書かさせていただいております。 

水野氏におきましては、昭和57年３月、玉川大学を卒業。その後、昭和57

年10月、川村小学校、その後、共和小学校、福沢小学校、岡本小学校、大井

小学校、神奈川県教育委員会足柄上教育事務所、福沢小学校、北足柄小学校、

福沢小学校、そして令和２年から、山北町教育委員会生涯学習課の社会教育

指導員として、現在に至っております。 

なお、任期につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

規定により、前任者の残任期間となります。 

説明は以上となります。 

議      長   説明が終わりましたので、議案第 67号について質疑に入ります。質疑のあ

る方はどうぞ。 

質疑ございませんか。 

それでは質疑がないので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、議案第67号を採決いたします。原案に賛成者は挙手願い

ます。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、議案第67号は原案どおり同意することに決定いたしま

した。 

日程第12、発議第３号 山北町議会の個人情報の保護に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 
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議席番号１番、和田成功議員。 

１ 番 和  田   発議第３号 山北町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する

条例の制定について。 

山北町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり制定するものとする。 

令和５年12月５日提出。山北町議会議員、和田成功。山北町議会議員、児

玉洋一。山北町議会議員、大野徹也。山北町議会議員、府川輝夫。 

提案理由。 

令和６年４月１日より、下水道事業を公営企業会計へ移行することに伴い、

本条例を改正する必要が生じたため、提出するものです。 

詳細につきましては、議会事務局長から説明いたします。 

議      長   議会事務局長。 

事 務 局 長   それでは、発議第３号 山北町議会の個人情報の保護に関する条例の一部

を改正する条例について御説明申し上げます。 

初めに、本条例を改正する理由でございますが、先ほど町側から提案され

可決いたしました六つの条例改正の理由と同様に、令和６年４月１日より、

下水道事業を公営企業会計へ移行することに伴うものでございます。 

内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、１枚お

めくりください。 

第12条第２項第３号の規定中「水道事業管理者」を「水道事業管理者及び

公共下水道事業管理者」に改めるものでございます。 

それでは、１枚お戻りください。 

附則。 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

説明は以上でございます。 

議      長   説明が終わりましたので、発議第３号について質疑に入ります。質疑の方

はどうぞ。 

質疑ございませんか。 

質疑がないので、討論を省略し直ちに採決に入りたいと思いますが、御異

議ありませんか。 
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（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、発議第３号を採決いたします。原案に賛成者は挙手願い

ます。 

（全員挙手） 

議      長   挙手全員。よって、発議第３号は原案どおり可決されました。 

日程第13、議員派遣の件についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

この件につきましては、議会閉会中の調査活動として、別紙のとおり議員

を派遣することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議がないので、別紙のとおり、議員を派遣することにいたします。 

なお、閉会中に変更があった場合は、議長にお任せ願いたいと思います。 

日程第14、閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。 

議会運営委員長、総務環境常任委員長及び福祉教育常任副委員長から、会

議規則第75条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調

査申出書が提出されております。 

お諮りします。 

委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声多数） 

議      長   御異議ないので、議会運営委員長、総務環境常任委員長及び福祉教育常任

副委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定いたしまし

た。 

以上をもって全日程を終了しましたので、令和５年第４回山北町議会定例

会を閉会いたします。                 （午前11時09分） 

 

 


